令和７年度税制改正に伴う、令和８年度介護保険料の算定について



　令和７年度の税制改正により、令和７年中収入より給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。
　令和８年度介護保険料においては、給与所得控除の最低保証額の引き上げによる影響を除くための調整を行います。

１　対象者とは？
　　令和７年中に55.1万円以上190万円未満の給与収入を得ている方

２　調整の内容とは？
　　次の２点について、令和７年度税制改正による給与所得控除の最低保証額引き上
　げの影響を受けなかったものとして保険料を算定します。
 (1)　合計所得金額
　令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている場合で、給与等の収入金額
が55万円以上190万円未満の場合、合計所得金額に、令和７年度税制改正によ
る給与所得控除の引き上げ額を加算する。
 (2)　市町村民税の課税状況
令和７年度税制改正の影響により、「令和７年度住民税が課税されていた方に
ついて、令和８年度住民税が非課税になった場合」、介護保険料の計算上、「課
税」とみなす。
　また、令和６年及び７年に給与収入があり、給与収入に基づく計算の結果、
「令和７年度住民税が非課税だった方について、令和８年度住民税が課税になっ
た場合」には、介護保険料の計算においては「非課税」とみなす。
ただし、給与収入以外の収入（不動産所得、雑所得等）によって令和８年度住
民税が課税になった場合は、介護保険料の計算上は「課税」とする。

　※令和８年１月１日及び令和８年４月１日に北上市に住所を有しない方は除きます。

３　なぜこのような調整を行うのですか？
　　現在の北上市介護保険事業計画（いきいきプラン、令和６～８年度）期間内にお
　ける収入不足を防ぐため、調整を行うものです。令和８年度のみの措置として、介
護保険法施行令及び北上市介護保険条例を改正し、定めました。

４　高額介護サービス費などの判定にも影響はありますか？
　　税制改正に伴う措置は令和８年度介護保険料算定に対するものだけであり、高額
　介護サービス費などのサービス利用に関する判定には適用されません。
